
鈴鹿市告示第１５９号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第４０条の２第１項前段の規定に基

づき、上下水道事業管理者から下水道事業の業務の状況を説明する書類が提出された

ので、同項後段の規定により次のとおり公表する。 

令和７年６月２３日 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

１ 公共下水道事業の概況 

(１) 総処理水量

６，１１９，３３５㎥

(２) 有収水量

５，６６７，３３６㎥

(３) 一日平均汚水処理水量

３３，６２３㎥

(４) 当期の主な工事

ア 汚水処理普及促進事業に伴う工事   ９５２，９５７千円 

イ 浸水対策事業に伴う工事 ２８２，５０２千円 

２ 農業集落排水事業の概況 

(１) 総処理水量

６６７，７７２㎥

(２) 有収水量

６８７，４２６㎥

(３) 一日平均汚水処理水量

３，６６９㎥

(４) 当期の主な工事

処理施設などの設備更新に伴う工事  ３１，６０２千円 
















